
狭山事件60年！  小泉龍司法務大臣
の地元で冤罪と死刑制度を考える集い

　
９
月
13
日
、
第
二
次
岸
田
再
改
造
内
閣
の
法
務
大
臣
と
し
て
、
埼
玉
11

区
選
出
の
小
泉
龍
司
衆
議
院
議
員
が
就
任
し
ま
し
た
。

　

地
元
埼
玉
で
起
き
た
「
狭
山
事
件
」
は
、
一
審
は
死
刑
判
決
で
し
た
。

控
訴
審
で
無
期
懲
役
に
な
り
ま
し
た
が
、
有
罪
と
さ
れ
て
い
る
石
川
一
雄

さ
ん
は
、
現
在
も
無
実
を
訴
え
て
再
審
請
求
を
闘
っ
て
い
ま
す
。
小
泉
法

務
大
臣
の
地
元
で
、
冤
罪
と
死
刑
の
問
題
を
身
近
な
も
の
と
し
て
、
共
に

考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
７
月
26
日
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
て
か
ら
執
行
は
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
法
務
省

は
執
行
ゼ
ロ
の
年
を
作
ら
な
い
た
め
に
、
年
末
の
執
行
を
慣
例
化
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
小

泉
法
相
に
死
刑
執
行
命
令
書
に
署
名
し
な
い
こ
と
を
求
め
、
法
相
の
地
元
・
埼
玉
で
死
刑
制
度

を
考
え
る
集
会
を
行
い
ま
す
。

　

埼
玉
県
は
冤
罪
狭
山
事
件
発
生
の
地
で
す
。
１
９
６
３
年
に
女
子
高
校
生
が
行
方
不
明
に
な

り
遺
体
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
警
察
は
付
近
の
被
差
別
部
落
に
見
込
み
捜
査
を
集
中
し
、
石
川

一
雄
さ
ん
を
別
件
逮
捕
、
代
用
監
獄
で
ウ
ソ
の
自
白
を
さ
せ
犯
人
に
で
っ
ち
あ
げ
ま
し
た
。
一

審
は
死
刑
判
決
、
控
訴
審
で
無
期
懲
役
と
な
り
ま
し
た
が
、
31
年
７
カ
月
の
獄
中
生
活
を
経
て
、

１
９
９
４
年
再
審
請
求
中
に
仮
出
獄
、今
も
雪
冤
を
晴
ら
す
た
め
再
審
を
求
め
続
け
て
い
ま
す
。

　

袴
田
巌
さ
ん
の
再
審
公
判
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
袴
田
さ
ん
も
元
ボ
ク
サ
ー
と
い
う
差
別
感

情
の
中
で
逮
捕
さ
れ
、
拷
問
的
な
取
り
調
べ
、
捜
査
機
関
に
よ
る
証
拠
の
捏
造
で
死
刑
が
確
定
。

死
と
隣
り
合
わ
せ
の
長
い
獄
中
生
活
で
精
神
を
病
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
理
不
尽
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
過
ち
が
糺
さ
れ
な
い
の
か
。
そ

の
理
由
の
一
つ
は
日
本
の
再
審
制
度
が
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
今
、

繰
り
返
さ
れ
る
冤
罪
事
件
に
対
し
、
多
く
の
人
が
批
判
の
目
を
向
け
、
再
審
法
改
正
へ
の
動
き

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

１
９
８
０
年
代
に
死
刑
冤
罪
事
件
４
件
が
再
審
無
罪
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
今
、
袴
田
さ

ん
の
無
罪
判
決
へ
向
か
う
再
審
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
再
審
請
求
中
に
死
刑
が
執
行
さ
れ

れ
ば
取
り
返
し
が
つ
き
ま
せ
ん
。

　

幸
い
小
泉
法
相
は
狭
山
事
件
な
ど
冤
罪
事
件
に
対
し
て
理
解
が
あ
る
人
と
聞
い
て
お
り
ま

す
。
そ
の
法
相
の
地
元
で
死
刑
制
度
に
つ
い
て
考
え
、
死
刑
執
行
の
停
止
を
法
相
に
要
請
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

多
く
の
方
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
・
２
０
２
３
年
12
月
９
日
（
土
）
14
時
か
ら　

熊
谷
商
工
会
館
２
Ｆ
ホ
ー
ル

発
言
・
石
川
一
雄
（
狭
山
事
件
再
審
請
求
人
）・
石
川
早
智
子
（
妻
）

　
　
　

加
藤
英
典
（
袴
田
事
件
弁
護
団
）

　
　
　

瀬
戸
一
哉
（
埼
玉
弁
護
士
会
刑
事
司
法
改

革
問
題
対
策
委
員
会
委
員
長

）

　
　
　

小
野
寺
一
規
（
部
落
解
放
同
盟
埼
玉

県
連
合
会
書
記
長

）

　
　参
加
費
・
５
０
０
円

主
催
・
死
刑
廃
止
国
際
条
約
の
批
准
を
求
め
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
90

共
催
・
部
落
解
放
同
盟
埼
玉
県
連
合
会

 

熊
谷
地
区
労
働
組
合
協
議
会

 

狭
山
事
件
を
考
え
る
大
里
地
区
市
民
の
会

 

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
日
本

 

「
死
刑
を
止
め
よ
う
」宗
教
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

 

監
獄
人
権
セ
ン
タ
ー

 

死
刑
を
な
く
そ
う
市
民
会
議

連
絡
先
・107-0052

東
京
都
港
区
赤
坂
２-

14-

13-

５
Ｆ

　
　
　
　

港
合
同
法
律
事
務
所
気
付
フ
ォ
ー
ラ
ム
90　

　
　
　
　

03-3585-2331
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